
◇ 運 動 の 期 間：５月１１日（木）から５月２０日 (土 )までの１０日間

  
令 和 ５ 年
（２０２３)

５ 月 号

発行 滋賀県高速道路交通安全協議会・滋賀県高速道路交通警察隊

１子どもを始めとする歩行者の安全の確保

◎思 い や り 運 転 で 交 通 事 故 防 止

歩行者事故の多くは飛び出しや車両の直前直後の横断によるものです。

SA・ PA内では 、駐車車両の間からの歩行者の飛び出しを予測して、徐行運転

を心がけましょう。

歩行者は、左右の安全確認をして横断しましょう。

２横 断 歩 行 者 事 故 等 の 防 止 と 安 全 運 転 意 識 の 向 上

◎横 断 歩 道 は 歩 行 者 優 先

信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況について、

令和４年に JAFが調査した結果、滋賀県は３ ３ ． ３％で約７割の車が一時停止し

て いないこ とになります 。歩行者や自転車が横断しよ う と している時は、横断歩

道の手前で一時停止しましょう。

運 動 期 間 中 、 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 で は 、 重 大 事 故 に 直 結 す る 悪 質
・ 危 険 性 の 高 い 速 度 超 過 、 車 間 距 離 不 保 持 、 シ ー ト ベ ル ト 非 着 用 、 携
帯 電 話 使 用 等 の 違 反 を 重 点 に し た 交 通 指 導 取 締 り を 強 化 し ま す 。

３自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

◎新しい自転車安全利用五則を守りましょう

令和５年４月１日から道路交通法が一部改正

され、全ての自転車利用者にへルメットの着

用が努力義務となり 「自転車安全利用五則」

も改定されました。

自転車が第一当事者となる過失が大きい交

通事故も多発傾向にあります。

交通ルールの遵守に心がけましょう。



高速道路は、ルールとマナーを守ることによって、快適なドライブが待ってい

ます。時間に余裕がないといらいらが募り思わぬ交通事故に発展します。安

全運転のポイントを守り、交通事故を起こさない、交通事故に遭わない

高速ドライブを楽しみましょう。

出かける前に点検を！

高速道路 での故障 を 未然 に防止す

る た め に 、 タ イ ヤ の 溝

の深 さ 、 空 気圧の チ ェ

ッ ク 、 冷 却 水 や エ ン ジ

ンオ イル 、燃料の残量

の確認をしましょう。

渋滞時はハザードランプを点灯！

渋滞 を発見 し 、 低速走行や停止 をす

る場合は 、ハザー ド ラ ン プ を点灯 し 、後

続車に合図 し ま し ょ う 。 ま た 、 車間距離

は 常 に 意 識 的 に 長

め に 保 つ こ と が 大

切です。

積み荷の落下に注意！

落下物は落とした人の責任です。 しっ

かり固定し 、積み過ぎは

しない ・ させないようにし

て 出 発 、 休 憩 時 に は 必

ず点検をしましょう。

安全速度を守る！

速度超過による事故

は重大事故に直結し

ます。自分勝手な運転

はせずに安全運転で目

的地へ向かいましょう。

駐停車は決められた場所で！

高速道路の路肩、サービスエリアの加

速車線・減速車線は駐停車禁止です。追

突の危険もあるためサー

ビスエリアやパーキン

グ エ リ ア 内 で 休 憩 し

ましょう。

ストップ・居眠り運転！

高速道路の運転では単調な動作が

続 く こ とか ら 、運転中に も よおす眠気

を我慢した り 、 漫然運転を続けたりす

る こ と が原因の追突事故な どが発生

し て い ます 。 「 も う 少

し 」 と 無 理 を せ ず 早

めに Ｓ Ａ ・ Ｐ Ａ で休憩

を取りましょう。

◎絶対に車道を歩き回らない ◎安全な場所に避難する

◎後続車に危険を知らせる （合図する ） ◎避難してから通報する




